
   津市ごみ一時集積所設置等事業補助金交付要綱 

 

平成１８年１月１日訓第６４号  

 

 改正 平成２６年７月３１日訓第４９号 

    平成２８年３月２９日訓第１４号 

    平成２９年３月２９日訓第２５号 

    令和４年３月２９日訓第２０号 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、本市の区域内にごみ一時集積所（以下「集積所」という。） 

を設置等することにより、ごみの効率的な収集を行うとともに、市民の美化

意識の高揚、公衆衛生の向上及び生活環境の保全に資するため、津市補助金

等交付規則（平成１８年津市規則第４４号。以下「規則」という。）の規定

に基づき補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「集積所」とは、自治会が管理する管理面及び衛生 

面を考慮した耐久構造の建物又は構築物（可動式のものも含む。）であって、

家庭系ごみの収容容積の確保ができるものをいう。 

２ この要綱において「設置等工事」とは、自治会が管理する集積所を設置し、 

 又は自治会が管理する既設の集積所を改修し、修繕し、若しくは増設する工

事をいう。 

（名称） 

第３条 第１条の補助金は、「ごみ一時集積所設置等事業補助金」（以下「補

助金」という。）と称する。 

 （交付の対象） 

第４条 補助金は、設置等工事を行う自治会に対し、次に掲げる費用（自治会 

役員又は会員以外の第三者に支払った費用に限る。以下「事業費」という。） 

をその対象として、これを交付するものとする。ただし、事業費の額が１件

当たり１万円未満のものは、対象としない。 

⑴ 集積所本体の製作（自治会において自ら製作する場合を含む。）又は既

製品の購入に係る費用（既製品を購入する場合は、送料、組立費及び集積 

所本体の機能を向上させるための部材の購入に係る費用を含む。以下同じ。） 



⑵ 集積所本体の取付けに係る費用 

⑶ 集積所本体の取付けに必要な架台等工事に係る費用 

⑷ 集積所本体の維持管理に必要な電気・給排水設備等工事に係る費用 

⑸ 設置等工事に伴う既設集積所の撤去及び処分に係る費用 

２ 前項の規定にかかわらず、設置等工事について本市から既に補助金その他

これに類する交付金の交付を受けた場合において、その設置等工事が完了し

た日から１０年（事業費（既製品を購入する場合は、１基当たりの購入に係

る費用）の額が１０万円未満の設置等工事にあっては、５年）を経過してい

ないときは、補助金を交付しない。ただし、自然災害等により集積所が滅失

し、若しくは損傷した場合又は家庭系ごみの収容容積を確保するために増設

する場合において市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 

（補助金の額） 

第５条 補助金は、一の設置等工事につきその事業費の額に３分の１を乗じて

得た額（当該額が別表に定める集積所の収容容積に応じた交付限度額を超え

るときは、当該交付限度額）を限度として、予算で定める範囲内において、

これを交付するものとする。 

２ 前項の規定により算出された補助金の額に１，０００円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てるものとする。 

 （交付申請の期限） 

第６条 規則第３条第１項の別に定める期日とは、設置等工事に着手する日の

前日とする。 

 （添付書類） 

第７条 規則第３条第１項第４号の市長が必要と認める書類とは、次に掲げる

書類とする。 

⑴ 集積所の用地の権利者の承諾書 

⑵ 集積所を設置する付近の見取図 

⑶ 現況写真 

⑷ 集積所の形状、寸法、材質が分かる書類 

⑸ 設置等工事の内訳が分かる見積書 

⑹ その他市長が必要と認める書類 

（実績の報告） 

第８条 補助金の交付を受ける者は、規則第１２条の規定により実績報告書

（規則第６号様式）を提出する場合にあっては、設置等工事を完了した日か



ら起算して３０日を経過した日又は補助金の交付の対象となる年度の３月３

１日のいずれか早い日までに次に掲げる書類を添付の上、提出しなければな

らない。 

⑴ 設置等工事完成後の集積所の写真 

⑵ 設置等工事に要する経費を支払ったことを証する書類 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この訓は、平成１８年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この訓の規定は、平成１８年４月１日以後に行われるごみ一時集積所設置

等事業に係る補助金について適用し、同日前に行われたごみ一時集積所設置

等事業に係る補助金については、なお合併前のごみ・資源集積所（庫）設置

工事等補助金交付基準（平成２年４月１日施行）、河芸町補助金等交付規則

（平成１７年３月２８日規則第３号）、芸濃町地域振興事業補助金交付規則

（昭和５０年４月１日規則第８号）、安濃町ゴミ集積所の整備事業に関する

補助金交付要綱（平成５年安濃町要綱第２号）、白山町土木工事関係補助金

交付要綱（昭和５４年９月２９日要綱第５号）、一志町環境衛生事業ゴミ集

積場設置補助金交付要綱（昭和６１年一志町告示第８－１号）又は美杉村生

活環境衛生促進事業助成金交付要綱（平成９年３月１２日要綱第５号）の例

による。 

   附 則（平成２６年７月３１日訓第４９号） 

この訓は、平成２６年８月１日から施行する。 

   附 則（平成２８年３月２９日訓第１４号） 

１ この訓は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の津市ごみ一時集積所設置等事業補助金交付要綱の規定は、この訓

の施行の日以後に実施する設置工事又は改修等工事について適用し、同日前

に実施した設置工事又は改修等工事については、なお従前の例による。 

   附 則（平成２９年３月２９日訓第２５号） 

この訓は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則（令和４年３月２９日訓第２０号） 



１ この訓は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の津市ごみ一時集積所設置等事業補助金交付要綱の規定は、この訓

の施行の日以後に実施する設置等工事について適用し、同日前に実施した設

置等工事については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第５条関係） 

集積所本体の収容容積 

交付限度額 

既製品を購入する場合 

集積所本体を 

製作する場合 

購入に係る費

用に対する交

付限度額 ・ 

その他の費用

に対する交付

限度額  ・ 

1.0 ㎥未満 40,000 円 40,000 円 80,000 円 

1.0 ㎥以上 1.5 ㎥未満 60,000 円 60,000 円 120,000 円 

1.5 ㎥以上 2.0 ㎥未満 80,000 円 80,000 円 160,000 円 

2.0 ㎥以上 3.0 ㎥未満 100,000 円 100,000 円 200,000 円 

3.0 ㎥以上 4.0 ㎥未満 120,000 円 100,000 円 220,000 円 

4.0 ㎥以上 6.0 ㎥未満 140,000 円 100,000 円 240,000 円 

6.0 ㎥以上 8.0 ㎥未満 160,000 円 100,000 円 260,000 円 

8.0 ㎥以上 10.0 ㎥未満 180,000 円 100,000 円 280,000 円 

10.0 ㎥以上 15.0 ㎥未満 200,000 円 100,000 円 300,000 円 

15.0 ㎥以上 20.0 ㎥未満 250,000 円 100,000 円 350,000 円 

20.0 ㎥以上        300,000 円 100,000 円 400,000 円 

備考 

１ 集積所本体の収容容積は、収容部分の間口（Ｗ）、奥行（Ｄ）及び高さ

（Ｈ）の外寸を乗じて算出する。 

２ 既製品を購入する場合の交付限度額は、購入に係る費用に対する交付限

度額を基本とする。ただし、一の設置等工事につき事業費の額に３分の１

を乗じて得た額が購入に係る費用に対する交付限度額を超える場合で、購

入に係る費用以外のその他の費用が事業費に含まれているときの交付限度

額は、購入に係る費用の額に３分の１を乗じて得た額（当該額が購入に係

る費用に対する交付限度額を超えるときは、当該交付限度額）にその他の

費用の額に３分の１を乗じて得た額（当該額がその他の費用に対する交付

限度額を超えるときは、当該交付限度額）を加えた額とする。 


